
  

2019 年 6 月 13 日 
株 主 各 位 
 

会 社 名：アトミクス株式会社 
代表者名：代表取締役社長 神保 敏和 
 

第 72 期定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ 
 

2019 年６月 12 日に送付致しました、弊社「第 72 期定時株主総会招集ご通知」に一部訂

正がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下

記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。 
 なお、訂正箇所は下線部のとおりです。 
 
 

記 
 
訂正箇所： 
19 ページ 
連結注記表 ［表示方法の変更］ 
 
<訂正前> 
連結貸借対照表 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日。

以下「税効果会計基準一部改正」という。）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則

の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26日）を当連結会計年度の期首から

適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定資産の区

分に表示する方法に変更しました。 

  
<訂正後> 
連結貸借対照表 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日。

以下「税効果会計基準一部改正」という。）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則

の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26日）を当連結会計年度の期首から

適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分に表示する方法に変更しました。 

 



                               
    

訂正箇所： 
29 ページ 
個別注記表 [表示方法の変更] 

 

<訂正前> 
貸借対照表 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日。

以下「税効果会計基準一部改正」という。）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則

の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26日）を当事業年度の期首から適用

し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定資産の区分に

表示する方法に変更しました。 

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項及び第４項までに

定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）に

記載された内容を追加しています。 

 
<訂正後> 
貸借対照表 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日。

以下「税効果会計基準一部改正」という。）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則

の一部を改正する省令」（法務省令第５号 2018年３月26日）を当事業年度の期首から適用

し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に

表示する方法に変更しました。 

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項及び第４項までに

定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）に

記載された内容を追加しています。 

 
 

以上 
 


